
相談・報告内容と受理窓口

ホットライン対象事項以外のコンプライアンス違反またはその
おそれのある行為についての「相談・報告」を受ける窓口です。

）等ラハタマ、ラハワパ、ラハクセ（トンメスラハ・ ）例
どな　洩漏の報情社会、理処費経な切適不、業残スビーサ・        

052-872-7122
052-872-7704

052-872-8855

052-872-8750
052-325-5826

業務監査部長
グループコンプライアンス部（部長）
グループコンプライアンス部

（担当マネージャー）
女性担当者

社外窓口  鮎澤 徹弁護士
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受理窓口 TEL FAX Emai l

①②③に関して利用可
03-6268-9860

宮本健悟 弁護士
①に関してのみ利用可

kengo.miyamoto@milaw.jp

受理窓口 TEL Emai l

注） NGKの内線を利用して、社内の受理窓口に報告・相談をする場合は、各外線番号の
　   下４桁の頭に電話の場合「9-20-2」、FAXの場合「9-21-2」をつけてください。

ヘルプライン

次の３つについての「報告」を受ける窓口です。

①日本ガイシの役員や事業部長等が関与する不正・法律違反
　またはその恐れのある行為

②競争法違反またはその恐れのある行為

③贈賄等の腐敗防止法違反またはその恐れのある行為

ホットライン

②③については秘密裡にかつ口頭で「報告」してください

CSR委員会コンプライアンス専門分科会

あいざわ
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ヘルプラインの設置
「NGKグループ企業行動指針」の趣旨に反する行為の抑制や未然防止、早期解決のために、従業員からの相談・報告を受け
付けるヘルプラインを設けています。海外グループ会社は会社ごとにヘルプラインを設置しています。相談・報告者の保護
は社規で約束されています。2016年度のヘルプライン相談件数は 17件でした。

ホットラインの設置
日本ガイシの役員等が関与する不正・法令違反、ならびに、競争法および海外腐敗行為防止法違反に対応する内部通報制度
としてホットラインを設けています。ホットラインは、社外弁護士が窓口となり、社外役員中心で構成される経営倫理委員
会が取り扱い、取締役会へ直接報告するものです。
海外グループ会社については国ごとに現地の状況を考慮しながら設置を進めています。

コンプライアンスカードについて
内部通報制度を周知するため、常時携帯できる「コンプライアンスカード」
を作成し、日本ガイシと国内グループ会社の各事業所に勤務する全ての従
業員へ配布しています。

内部通報制度

ヘルプライン活動報告ヘルプライン活動報告

ヘルプライン活動報告ヘルプライン活動報告

CSR委員会

社内窓口（法務部他）

ヘルプライン事務局

経 営 倫 理 委 員 会

取 締 役 会

当社グループ役員・従業員

●当社の役員等が関与(指示・命令含む) する不正・法令違反
●競争法・海外腐敗行為防止法違反

ホットライン　　　ホットライン　　　

勧告・モニタリング勧告・モニタリング

ヘルプラインヘルプライン ヘルプラインヘルプライン

●上司に相談しづらい法令・社内規則・
　 企業倫理に反する不正行為

取締役会に対し、是正措置実施の勧告、実施状況の監視

部門や個人への相談、
調査・改善勧告・フォロー

社外窓口（弁護士） 社外弁護士

コンプライアンスカードコンプライアンスカード

相談・報告の対象に該当するか否か判定がつかない場合でも、相談・報告
することができます。　

相談・報告は顕名が原則ですが、事情があれば匿名でも構いません。
注） ヘルプラインには「社内窓口」と「社外窓口」があります。会社に対して

。いさだくてし談相に」口窓外社「、は合場るす望希を名匿な全完   　 　

相談・報告事項について、調査の有無・状況・結果、審議・決定、措置・勧告の
内容その他対応の経過・結果についても適宜、相談・報告者に対してお知ら
せします。　

Notes メールを利用する場合、上司へのbcc設定なく送れます。
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ヘルプライン・ホットラインの利用にあたって

NGKグループでは法令、社内規則、企業倫理に反する行為
(コンプライアンス違反行為）を発見したり、強要されたり、自ら
行ってしまった場合に相談・報告ができる窓口（ヘルプラインと
ホットライン）を設けています。
この窓口は、NGKおよびNGKグループ会社に勤務する全ての方が
安心して利用できるように運営されています。
　● 相談・報告内容などの情報管理は徹底されています。
　● 相談・報告者は、不利益を被ることの無いよう保護されます。




